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平成２８年２月定例議会 

受理第４３号 

件     名 
文京区として独自に、小、中学校の全学年で 35人学級制

度の実施を求める請願 

請 願 事 項 検  討  結  果 

１ 文京区として独自

に、小、中学校の全学

年で 35 人学級制度

の実施をしてくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現時点での児童・生徒数において、請願事項を実施し

た場合、小学校で 19学級、中学校で６学級の学級増が必

要となります。 

現状でも一部の小学校では、施設面の制約から、学級

増への対応が厳しくなってきているところもあり、今後

もしばらくは年少人口の増加が見込まれる中、いっそう

厳しい対応が求められることが想定されます。 

また、教員の配置は東京都の役割となっております。

そのため、区が独自に 35人学級を実施した場合、その分

の配置はなされません。したがって、区が独自に教員を

確保する必要がありますが、年度当初に学級数が確定し、

その学級数に応じて、教員数が決まることから、教員を

区独自で安定的に供給することが困難であること、区費

の教員を採用した場合、区内のみで人事異動を行わざる

を得ないことや、研修や昇任に支障が生じることが想定

されるなど、さまざまな人事管理上の課題もあります。 

こうしたことから、請願事項を直ちに実施することは

困難なものと考えております。 

なお、公立小中学校の学級編制及び教職員の配置は、

いわゆる標準法に基づき行っておりますが、教育の機会

均等などの観点から、義務教育につきましては国の責任

が大きいため、引き続き、国や都の動向を注視してまい

ります。 

また、小一問題及び中一ギャップを予防、解決するた

め、都教育委員会では、教員を加配し、学級規模の縮小

や少人数指導、チームティーチングの導入などを行って

おり、画一的な少人数学級ではなく、各学校の実情に即

した対策を選択できる弾力的な運用を行っております。 

今後も都教育委員会と連携し、現行制度を実施してい

くとともに、最適な方策を研究してまいります。 
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